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「ニッケル化合物」及び「砒素及びその化合物」に係る健康診断の実施に当たって 
留意すべき事項について 

 
 
特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号。以下「特化則」という。）第

39 条の規定に基づく特殊健康診断のうち、「ニッケル化合物」及び「砒素及びその化合物」

に係る健康診断の項目については、平成 20 年 11 月 26 日付け基発第 1126001 号「労働安

全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の

施行について」における記の第３の２の（２）のカにおいてその詳細が示されたところで

ある。 
これらの特殊健康診断を実施するに当たり、一次健康診断（特化則第 39 条第 1 項及び

第 2 項に基づく健康診断をいう。以下同じ。）の実施方法及び二次健康診断（特化則第 39
条第 3 項に基づく健康診断をいう。以下同じ。）の必要性の判断等に関する事業者及び医師

等が参考とすべき事項を検討していたところ、中央労働災害防止協会に委託して別添１及

び別添 2 のとおりガイドラインとしてとりまとめられたので、関係者に周知されたい。 
 



別添 1 
 

ニッケル化合物に係る特殊健康診断の実施のためのガイドライン 
 
１ 趣旨 

このガイドラインは、ニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除き、粉状のものに限

る。）（これをその重量の１パーセントを超えて含有する製剤その他のものを含む。以下

「ニッケル化合物等」という。）を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対

する特殊健康診断を実施する際に事業者及び医師等が参考とすべき事項について定めた

ものである。 
 
２ 一次健康診断 
（１）作業条件の簡易な調査について 

一次健康診断における「作業条件の簡易な調査」は、ニッケル化合物等を取り扱う

労働者の当該物質へのばく露状況を適切に把握し、健康診断結果の解釈、二次健康診

断の実施の必要の有無の判断及び健康診断結果に基づく措置を行う際の判断に資する

ことを目的としたものであり、概ね以下の情報を収集すること。 
ア 当該労働者が主に従事する単位作業場所における作業環境測定結果 
イ 作業におけるニッケル化合物等の平均的な使用頻度及び前回の健康診断以降の

作業工程や取扱量等の変更 
ウ 局所排気装置等の有無及び稼動状況 
エ 保護具の使用状況 
オ 事故や修理等の際における大量ばく露 
カ その他 
アについては、原則として事業者から健康診断実施時点までに健康診断を実施する

医師に対して提供されること。また、イ～カについては労働者本人から聴取すること

とし、健康診断実施時点までに問診票（別紙）等の方法で収集する、又は健康診断実

施時に直接聴取するなどの方法で実施されること。 
なお、問診票を用いた場合には、健康診断個人票とともに保存することが望ましい。 

（２）一次健康診断結果の判断について 
ア 「作業条件の簡易な調査」について 

作業条件の簡易な調査の結果、以下の(ｱ)～(ｶ)のような状況が認められる場合は、

当該労働者の過剰なばく露が疑われるため、その内容を総合的に判断すること。 
(ｱ)  ニッケル化合物等に関して、当該労働者が主に従事する単位作業場所における

作業環境測定結果が管理区分２又は３である。 
(ｲ)  前回の健康診断以降に、作業工程や取扱量の大幅な変化があり、そのことに対

する適切な対応がされていない。 
(ｳ)  局所排気装置等が設置されていない、又は適切に稼動されていない。 
(ｴ)  保護具が適切に使用されていない。 
(ｵ)  事故や修理等の際に大量のばく露があった。 



(ｶ)  その他、過剰なばく露のおそれに関する当該労働者の申し出がある。 
イ 「ニッケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有

無の検査」、「皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査」及び「皮膚

炎等の皮膚所見の有無の検査」について 
これらの項目は、ニッケル化合物等による皮膚及び気道に対する刺激又は感作に

よる症状の有無を問題としているが、これらの症状はニッケル化合物等へのばく露

に起因しない場合も多いことに留意する必要がある。従って、ニッケル化合物等へ

のばく露と、これらの症状の出現に相当程度の関連が疑われた場合について、有所

見と判断すること。 
 
３ 二次健康診断 
（１）二次健康診断の必要性の判断について 

二次健康診断については、一次健康診断の結果、医師が必要と認めるものについて

実施するものであるが、その必要性の判断に当たっては以下を参考にすること。なお、

二次健康診断の実施を検討する際には、過去の健康診断結果の推移等を充分に考慮に

入れることが望ましい。 
ア 「作業条件の簡易な調査」で過剰なばく露が疑われた場合 

「作業条件の簡易な調査」において過剰なばく露が疑われ、かつその他の検査項

目において所見が認められた場合は、二次健康診断の実施を積極的に検討すること。

また、「作業条件の簡易な調査」において過剰なばく露が疑われるが、その他の検

査項目において所見が認められない場合には、二次健康診断において詳細な「作業

条件の調査」を実施し、その結果を踏まえてその他の二次健康診断項目（臨床検査

項目等）の実施の必要性について、積極的に検討すること。 
イ 「作業条件の簡易な調査」で過剰なばく露が疑われなかった場合 

「作業条件の簡易な調査」においては過剰なばく露が疑われないが、その他の検

査項目において所見が認められた場合は、検査結果に影響する他の要因を考慮のう

え、必要に応じて二次健康診断項目の実施について検討を行うこと。 
また、「作業条件の簡易な調査」において過剰なばく露が疑われず、かつその他の

検査項目において所見が認められない場合には、検査の実施の精度等を確認のうえ、

一次健康診断のみの実施で差し支えない。なお、その際には、「作業条件の簡易な調

査」がばく露の状況のすべてを反映しているわけではないことに充分に留意するこ

と。 
（２）「作業条件の調査」について 

二次健康診断における詳細な「作業条件の調査」の実施に当たっては、作業者、管

理監督者及び衛生管理者等への詳細な聴取、又は作業場を直接確認する等の方法によ

り、以下に挙げる情報のすべて又は一部について、収集すること。 
ア 作業環境測定実施時の作業状況 
イ ニッケル化合物等の具体的な使用量 
ウ 作業環境の状況に関する項目 
エ 作業の状況に関する項目 



オ 個人ばく露の状況に関する項目 
(ｱ)  個人ばく露濃度測定 
(ｲ)  生物学的モニタリング（「医師が必要と認める場合」に実施する項目のうち、尿

中のニッケルの量の測定） 
カ 作業以外の要因に関する項目 

（３）二次健康診断における「医師が必要と認める場合」に実施する項目に関する考え方

について 
 ア 基本的な考え方について 

「作業条件の調査」の結果を踏まえ、以下の(ｱ)、(ｲ)のように総合的に判断された

場合に実施すること。なお、その際には、すべての項目を行う必要はなく、医師の

判断により必要な項目について実施を検討すること。 
(ｱ) 過剰なばく露の可能性が高いと判断された場合 

「過剰なばく露の可能性が高い」とされる定量的な目安としては、個人ばく露

濃度の測定の結果が管理濃度を超える場合、生物学的モニタリングの結果が生物

学的許容値を超えている場合などがある。ただし、個人ばく露濃度の測定の結果

が管理濃度の 1/2 を超える場合又は生物学的モニタリングの結果が生物学的許容

値に近い数値を示す場合にも、過剰なばく露が疑われることがあるため、留意す

ること。なお、ニッケル化合物等については現時点で生物学的許容値が設定され

ていないが、生物学的モニタリングは結果の経時的変化の観察又は集団における

個人のばく露状況の観察等に有効な活用方法であること。また、今後、生物学的

許容値が提案された場合には、その値を用いることが望ましい。 
(ｲ) 一次健康診断における検査項目において所見が認められ、その所見がニッケル

化合物等へのばく露との関連があると判断された場合 
  イ 尿中のニッケルの量の測定について 

検査試料の採取にあたっては、労働者がニッケル化合物等にばく露される作業の

終了時に行うことに留意すること。なお、業務以外の要因により尿中のニッケルの

量の変動が見られることもあるため、結果の解釈にはそのことに留意すること。 
  ウ 肺がんを考慮した検査項目について 

ニッケル化合物等に長期間ばく露された労働者については、胸部エックス線直接

撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰細胞診などの肺がんを考慮し

た検査項目の実施を検討すること。なお、その際には喫煙歴等肺がんに関連のある

その他の要因について併せて聴取することが望ましい。 
 
４ 健康診断結果に基づく事後措置について 
（１）事後措置の内容 

健康診断結果に基づく医師等からの意見の聴取、就業上の措置の決定、健康診断結

果の通知、保健指導の実施等については、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措

置に関する指針」（平成８年健康診断結果措置指針公示第１号。以下「指針」という。）

の内容に従い実施すること。 
（２）「作業条件の簡易な調査」又は「作業条件の調査」の結果に基づく措置 



「作業条件の簡易な調査」又は「作業条件の調査」において過剰なばく露が疑われ

た場合には、特に、指針における２の（３）のハの「（ロ）作業環境管理及び作業管理

についての意見」の項に準じて、ばく露を低減化するための作業環境管理及び作業管

理に関する医師等からの意見を聴取すること。 
（３）労働衛生教育の追加実施 

健康診断において、過剰なばく露が疑われた場合又はばく露による健康影響に関す

る所見が認められた場合には、当該労働者及び当該業務に従事するその他の労働者等

に対して、事後措置の一環として必要な労働衛生教育を追加して実施することが望ま

しい。 
 
 



別添 2 
 

砒素及びその化合物に係る特殊健康診断の実施のためのガイドライン 
 
１ 趣旨 

このガイドラインは、砒素及びその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。）（こ

れらの物をその重量の１パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。以下「砒

素化合物等」という。）を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対する特殊

健康診断を実施する際に事業者及び医師等が参考とすべき事項について定めたものであ

る。 
 
２ 一次健康診断 
（１）作業条件の簡易な調査について 

一次健康診断における「作業条件の簡易な調査」は、砒素化合物等を取り扱う労働

者の当該物質へのばく露状況を適切に把握し、健康診断結果の解釈、二次健康診断の

実施の必要の有無の判断及び健康診断結果に基づく措置を行う際の判断に資すること

を目的としたものであり、概ね以下の情報を収集すること。 
ア 当該労働者が主に従事する単位作業場所における作業環境測定結果 
イ 作業における砒素化合物等の平均的な使用頻度及び前回の健康診断以降の作業

工程や取扱量等の変更 
ウ 局所排気装置等の有無及び稼動状況 
エ 保護具の使用状況 
オ 事故や修理等の際における大量ばく露 
カ その他 
アについては、原則として事業者から健康診断実施時点までに健康診断を実施する

医師に対して提供されること。また、イ～カについては労働者本人から聴取すること

とし、健康診断実施時点までに問診票（別紙）等の方法で収集する、又は健康診断実

施時に医師等により直接聴取するなどの方法で実施されること。 
なお、問診票を用いた場合には、健康診断個人票とともに保存することが望ましい。 

（２）一次健康診断結果の判断について 
ア 「作業条件の簡易な調査」について 

作業条件の簡易な調査の結果、以下の(ｱ)～(ｶ)のような状況が認められる場合は、

当該労働者の過剰なばく露が疑われるため、その内容を総合的に判断すること。 
(ｱ)  砒素化合物等に関して、当該労働者が主に従事する単位作業場所における作業

環境測定結果が管理区分２又は３である。 
(ｲ)  前回の健康診断以降に、作業工程や取扱量の大幅な変化があり、そのことに対

する適切な対応がされていない。 
(ｳ)  局所排気装置等が設置されていない、又は適切に稼動されていない。 
(ｴ)  保護具が適切に使用されていない。 
(ｵ)  事故や修理等の際に大量のばく露があった。 



(ｶ)  その他、過剰なばく露のおそれに関する当該労働者の申し出がある。 
イ 「砒素またはその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、

体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査」、「せき、た

ん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」、「鼻

粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査」及び「皮膚炎、色素沈着、

色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査」について 
これらの項目は、砒素化合物等による呼吸器、消化器、神経、皮膚等に対する刺

激等による症状の有無を問題としているが、これらの症状は砒素化合物等へのばく

露に起因しない場合も多いことに留意する必要がある。従って、砒素化合物等への

ばく露と、これらの症状の出現に相当程度の関連が疑われた場合について、有所見

と判断すること。 
 
３ 二次健康診断 
（１）二次健康診断の必要性の判断について 

二次健康診断については、一次健康診断の結果、医師が必要と認めるものについて

実施するものであるが、その必要性の判断に当たっては以下を参考にすること。なお、

二次健康診断の実施を検討する際には、過去の健康診断結果の推移等を充分に考慮に

入れることが望ましい。 
ア 「作業条件の簡易な調査」で過剰なばく露が疑われた場合 

「作業条件の簡易な調査」において過剰なばく露が疑われ、かつその他の検査項

目において所見が認められた場合は、二次健康診断の実施を積極的に検討すること。

また、「作業条件の簡易な調査」において過剰なばく露が疑われるが、その他の検査

項目において所見が認められない場合には、二次健康診断において詳細な「作業条

件の調査」を実施し、その結果を踏まえてその他の二次健康診断項目（臨床検査項

目等）の実施の必要性について、積極的に検討すること。 
イ 「作業条件の簡易な調査」で過剰なばく露が疑われなかった場合 

「作業条件の簡易な調査」においては過剰なばく露が疑われないが、その他の検

査項目において所見が認められた場合は、検査結果に影響する他の要因を考慮のう

え、必要に応じて二次健康診断項目の実施について検討を行うこと。 
また、「作業条件の簡易な調査」において過剰なばく露が疑われず、かつその他の

検査項目において所見が認められない場合には、検査の実施の精度等を確認のうえ、

一次健康診断のみの実施で差し支えない。なお、その際には、「作業条件の簡易な調

査」がばく露の状況のすべてを反映しているわけではないことに充分に留意するこ

と。 
（２）「作業条件の調査」について 

二次健康診断における詳細な「作業条件の調査」の実施に当たっては、作業者、管

理監督者及び衛生管理者等への詳細な聴取、又は作業場を直接確認する等の方法によ

り、以下に挙げる情報のすべて又は一部について、収集すること。 
ア 作業環境測定実施時の作業状況 
イ 砒素化合物等の具体的な使用量 



ウ 作業環境の状況に関する項目 
エ 作業の状況に関する項目 
オ 個人ばく露の状況に関する項目 

(ｱ)  個人ばく露濃度測定 
(ｲ)  生物学的モニタリング（「医師が必要と認める場合」に実施する項目のうち、尿

中の砒素化合物の量の測定） 
カ 作業以外の要因に関する項目 

（３）二次健康診断における「医師が必要と認める場合」に実施する項目に関する考え方

について 
 ア 基本的な考え方について 

「作業条件の調査」の結果を踏まえ、以下の(ｱ)、(ｲ)のように総合的に判断された

場合に実施すること。なお、その際には、すべての項目を行う必要はなく、医師の

判断により必要な項目について実施を検討すること。 
(ｱ) 過剰なばく露の可能性が高いと判断された場合 
  「過剰なばく露の可能性が高い」とされる定量的な目安としては、個人ばく露

濃度の測定の結果が管理濃度を超える場合、生物学的モニタリングの結果が生物

学的許容値を超えている場合などがある。ただし、個人ばく露濃度の測定の結果

が管理濃度の 1/2 を超える場合又は生物学的モニタリングの結果が生物学的許容

値に近い数値を示す場合にも、過剰なばく露が疑われることがあるため、留意す

ること。なお、砒素化合物等については現時点で生物学的許容値が設定されてい

ないが、生物学的モニタリングは結果の経時的変化の観察又は集団における個人

のばく露状況の観察等に有効な活用方法であること。また、今後、生物学的許容

値が提案された場合には、その値を用いることが望ましい。 
(ｲ) 一次健康診断における検査項目において所見が認められ、その所見が砒素化合

物等へのばく露との関連があると判断された場合 
  イ 尿中の砒素化合物の量の測定について 

検査試料の採取にあたっては、労働者が砒素化合物等にばく露される作業の終了

時に行うことに留意すること。なお、業務以外の要因により尿中の砒素化合物の量

の変動が見られることもあるため、結果の解釈にはそのことに留意すること。特に、

食事などからある程度の砒素化合物が摂取されることにより高い濃度を示す場合が

あることにも留意すること。 
  ウ 肺がんを考慮した検査項目について 

砒素化合物等に長期間ばく露された労働者については、胸部エックス線直接撮影

検査若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰細胞診などの肺がんを考慮し

た検査項目の実施を検討すること。なお、その際には喫煙歴等肺がんに関連のある

その他の要因について併せて聴取することが望ましい。 
 
４ 健康診断結果に基づく事後措置について 
（１）事後措置の内容 

健康診断結果に基づく医師等からの意見の聴取、就業上の措置の決定、健康診断結



果の通知、保健指導の実施等については、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措

置に関する指針」（平成８年健康診断結果措置指針公示第１号。以下「指針」という。）

の内容に従い実施すること。 
（２）「作業条件の簡易な調査」又は「作業条件の調査」の結果に基づく措置 

「作業条件の簡易な調査」又は「作業条件の調査」において過剰なばく露が疑われ

た場合には、特に、指針における２の（３）のハの「（ロ）作業環境管理及び作業管理

についての意見」の項に準じて、ばく露を低減化するための作業環境管理及び作業管

理に関する医師等からの意見を聴取すること。 
（３）労働衛生教育の追加実施 

健康診断において、過剰なばく露が疑われた場合又はばく露による健康影響に関す

る所見が認められた場合には、当該労働者及び当該業務に従事するその他の労働者等

に対して、事後措置の一環として必要な労働衛生教育を追加して実施することが望ま

しい。 
 



別紙 

 

作業条件の簡易な調査における問診票（例） 

 

 

最近 6 ヶ月の間の、あなたの職場や作業での化学物質ばく露に関する以下の質問にお答

え下さい。 

  （注：ばく露とは、化学物質を吸入したり、化学物質に触れたりすること。） 

 

１）該当する化学物質について、通常の作業での平均的な使用頻度をお答え下さい。 

  （    時間／日） 

  （    日／週） 

２）作業工程や取扱量等に変更がありましたか？ 

・作業工程の変更   ⇒ 有り ･ 無し ･ わからない 

・取扱量・使用頻度  ⇒ 増えた ・ 減った ・ 変わらない ･ わからない 

３）局所排気装置を作業時に使用していますか？ 

・常に使用している 

・時々使用している 

・設置されていない 

４）保護具を使用していますか？ 

・常に使用している ⇒保護具の種類（        ） 

・時々使用している ⇒保護具の種類（        ）      

・使用していない 

５）事故や修理等で、当該化学物質に大量にばく露したことがありましたか？ 

・あった 

・なかった 

・わからない 

 
 

※ この問診票（例）は、当該物質の製造又は取扱い業務に常時従事する労働者に対して

定期に実施する健康診断における例示であり、雇入れ又は配置替えの際の健康診断及び

過去に当該物質の製造又は取扱い業務に常時従事した労働者に対する健康診断において

は、適宜必要な項目を聴取すること。 
 


